
お支払いの対象となる事故で後遺障害を被った場合、または亡くなられたときは、会員または法定相続
人の方は、事故の日からその日を含めて30日以内に下記のジェイアイ傷害火災保険（JTB旅カード事故
受付デスク）あてに事故の内容をお電話にてご報告ください。

※上記記載以外の書類等が必要な場合がございます。その場合は別途ご案内いたします。

◎印は原則として必要な書類。
○印は場合によって必要となる書類。
△は当社所定用紙があるものです。
（各請求書類はコピーしたものでは認められません）

ジェイアイ傷害火災保険
（JTB 旅カード事故受付デスク）

（24時間年中無休）
☎

JTB旅カードゴールド会員
のみ対象 ご 案 内入　院

保険金
手　術
保険金

通　院
保険金

保険金
種類 死　亡

保険金
後遺障害
保 険 金保険金

請求書類

△保険金請求書

事故証明書

△傷害状況報告書

死亡診断書または
死体検案書

△後遺障害診断書

除籍謄本

法定相続人の戸籍謄本

△医師の診断書

クレジットカード売上票
（お客様控）

公共交通乗用具、宿泊施設、
募集型企画旅行の代金を支
払った際の契約書・領収書

医療機関に
作成をご依頼ください。

同　上

市区町村役所で
お受け取りください。

同　上

医療機関に
作成をご依頼ください。

必要事項をご記入の上、署
名・捺印ください。

事故の形態により交通事
故証明書・罹災証明書等を
ご提出ください。

必要事項をご記入の上、署
名・捺印ください。


